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information

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
の
要
件
に
当

て
は
ま
る
方

・
ね
た
き
り
、
認
知
症
の
方
で
要
介
護

度
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
て
い
て
、

生
活
介
護
を
３
カ
月
以
上
継
続
し
て

受
け
て
い
る
方（
所
得
制
限
あ
り
。）

・
独
り
暮
ら
し
で
住
民
税
非
課
税
の
方

（
税
法
上
の
被
扶
養
者
、
施
設
入
所

者
は
除
く
。）

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

る
家
庭
で
18
歳
以
下（
18
歳
到
達
後

最
初
の
年
度
末
ま
で
）の
方
を
扶
養

す
る
父
母
等

・
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
害
を
有
す

る
家
庭
で
扶
養
さ
れ
て
い
る
18
歳
以

下（
18
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま

で
）の
方

■
障
害
者
医
療
・
精
神
障
害
者
医
療

心
身
に
障
害
を
有
す
る
方
が
医
療
を

受
け
た
場
合
、
医
療
保
険
に
お
け
る
自

己
負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
を
お
持

ち
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
腎
臓
機
能

障
害
を
お
持
ち
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
～
６
級
で
進
行

性
筋
萎
縮
症
の
方

・
自
閉
症
候
群
と
診
断
さ
れ
て
い
る
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持

ち
の
方

■
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
が
医
療
を
受
け
た
場
合
、
医
療

保
険
に
お
け
る
自
己
負
担
額
を
助
成

し
ま
す
。

●
対
象
者

・
障
害
者
医
療
、
精
神
障
害
者
医
療
、

福
祉
医
療
受
給
者
証
に
つ
い
て

新
規
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
民

生
部
住
民
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
給
者
証
は
申
請
が
な
い
と
発
行
が
で

き
ま
せ
ん
。

■
子
ど
も
医
療

０
歳
～
18
歳
ま
で
の
方
が
医
療
を
受

け
た
場
合
、
医
療
保
険
に
お
け
る
自
己

負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者

　

０
歳
～
18
歳（
18
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
ま
で
）の
方
の
保
護
者

※
保
護
者
の
医
療
費
は
助
成
さ
れ
ま
せ

ん
。

■
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

ひ
と
り
親
家
庭
や
重
度
の
障
害
を
有

す
る
父
ま
た
は
母
等
が
い
る
家
庭（
ひ

と
り
親
家
庭
と
同
じ
扱
い
に
な
る
家

庭
）が
医
療
を
受
け
た
場
合
、
医
療
保

険
に
お
け
る
自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま

す
。

●
対
象
者

・
ひ
と
り
親
家
庭
で
18
歳
以
下（
18
歳

到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で
）の
方

を
扶
養
す
る
父
母
等

・
ひ
と
り
親
家
庭
で
扶
養
さ
れ
て
い
る

18
歳
以
下（
18
歳
到
達
後
最
初
の
年

度
末
ま
で
）の
方

・
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
害
を
有
す

福
祉
医
療
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

障
害
者
医
療
、
後
期
高
齢
者
福
祉
医

療
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
有

効
期
限
が「
令
和
２
年
７
月
３1
日
」と
表

記
さ
れ
て
い
る
方
は
、
更
新
手
続
き
が

必
要
で
す
。

７
月
上
旬
に
対
象
の
方
へ
更
新
申
請

書
等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
ご
記
入
の
う
え
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
新
し

い
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。な

お
、
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
受
給
者

証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

福
祉
医
療
の
ご
案
内
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手
当
に
係
る
注
意
点

●
所
得
制
限

飛
島
村
遺
児
手
当
以
外
は
、
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。
所
得
の
金
額
に
よ
り

支
給
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
障
が
い
の
程
度

支
給
対
象
者
と
さ
れ
て
い
る
程
度
の

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
場
合
で
も
、

診
断
書
等
の
要
件
に
よ
り
認
定
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
生
活
の
状
況

長
期
入
院（
３
か
月
以
上
）や
施
設
入

所
、
婚
姻（
事
実
婚
を
含
む
）等
、
生
活

状
況
に
よ
り
支
給
対
象
外
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

障
が
い
の
あ
る
方
等
に
対
す
る
手
当

■
特
別
児
童
扶
養
手
当(

国
制
度)

●
支
給
対
象
者

①
２０
歳
未
満
の
身
体
障
害
１
～
２
級
程

度
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
判
定
程
度
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

②
２０
歳
未
満
の
身
体
障
害
３
級（
４
級

の
一
部
含
む
。）程
度
ま
た
は
療
育
手

帳
Ｂ
判
定
程
度
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方

■
在
宅
重
度
障
害
者
手
当（
県
制
度
）

●
支
給
対
象
者

①
身
体
障
害
１
～
２
級
で
療
育
手
帳
Ａ

判
定
の
方
の
う
ち
在
宅
の
方

②
身
体
障
害
１
～
２
級
の
方
、
療
育
手

帳
Ａ
判
定
の
方
、
身
体
障
害
３
級
の

障
が
い
を
有
し
療
育
手
帳
Ｂ
判
定
の

方
の
う
ち
在
宅
の
方

■
愛
知
県
遺
児
手
当

●
支
給
対
象
者

父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ

る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
で
18
歳
以

下(

18
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
ま
で)

の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方

■
飛
島
村
遺
児
手
当

●
支
給
対
象
者

愛
知
県
遺
児
手
当
に
同
じ

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
手
当

■
児
童
扶
養
手
当(

国
制
度)

●
支
給
対
象
者

父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ

る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
で
18
歳
以

下(

18
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
ま
で)

の
児
童(

児
童
に
障
が
い

が
あ
る
場
合
は
２０
歳
未
満)

を
養
育
し

て
い
る
方

手
当
の
ご
案
内

●手当月額

第１子
全部支給 43,１６0円
一部支給 43,１50～１0,１80円

第２子加算
全部支給 +�１0,１90円
一部支給 +�１0,１80～5,１00円

第３子以降加算
全部支給 +　６,１１0円
一部支給 +　６,１00～3,0６0円

●手当月額(児童一人につき)
支給開始
１～３年目 4,350円

４～５年目 2,１75円

６年目以降 支給対象外

●手当月額(児童一人につき)

①に該当する児童 52,500円

②に該当する児童 34,970円

●手当月額(一人につき)

①に該当する方 １5,500円

②に該当する方 ��６,750円

●手当月額(児童一人につき)

一律 3,200円
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information

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
に
は
、
保
険

証
に
加
え
て
、
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

現
在
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
高
齢
受
給

者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
３1
日
ま
で
で

す
。
8
月
１
日
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ

く
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
中
旬
以
降
に

送
付
し
ま
す
。

高
齢
受
給
者
証
の
色
は
、
薄
だ
い
だ

い
色
か
ら
白
色
に
変
わ
り
ま
す
。

8
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
等
で
受

診
を
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
高
齢
受

給
者
証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

民
生
部
住
民
課

国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
送
付
し
ま
す

後期高齢者医療制度の保険証を更新します
● 現在皆さまがお持ちの保険証の有効期限は7月3１日までです。8月１日から使用していただ
く保険証を、7月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便で送付します。

●保険証の色は、青色からオレンジ色に変わります。
● 保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月１日以降に医療機関等で受診するとき
は、必ず新しい保険証を提示してください。

●期限が過ぎました保険証は、ご自宅において破棄していただきますようお願いします。

令和２・３年度の後期高齢者医療保険料率が見直されます
後期高齢者医療制度では、医療給付費の財源に充てるため、2年に１度保険料率の見直しが
行われます。

平成３0・３１年度 令和２・３年度

所得割率 8.7６% 所得割率 9.６4%

均等割額 45,379円 均等割額 48,7６5円

保険料賦課限度額 ６2万円 保険料賦課限度額 ６4万円

　7月中旬に「令和2年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。
【保険料の支払方法】
● 原則年金からの引き落としとなります(特別徴収)。ただし、後期高齢者医療制度に加入後
半年程度の間や、年金の額が年間１8万円未満の方または介護保険料と合わせた保険料額が
年金額の2分の１を超える場合は、引き落としとはなりません。

● 年金からの引き落としとならない方については、口座振替や納付書で個別に納めていただ
きます(普通徴収)。

●問合せ先　民生部住民課
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在
住（
小
学
５
年
生
以
上
）ま
た
は
在

勤
の
方

●
受
講
料　
無
料

●
受
講
申
込

　

電
話
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
な
お
、

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
講
習
修
了
者
に
は
、
修
了
証
を
発
行

し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

海
部
南
部
組
合
消
防
本
部
消
防
課

　

☎
５
２

－

３
１
１
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
５
２

－

３
１
１
４

６
月
１
日（
月
）か
ら
、
本
村
の
防
災

情
報
を
発
信
す
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
開
設

し
ま
し
た
。

災
害
時
に
避
難
所
の
開
設
情
報
や
、

緊
急
情
報
、
気
象
警
報
を
発
信
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
防
災
に
関
す
る
お
知

ら
せ
に
つ
い
て
つ
ぶ
や
き
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
飛
島
村
防
災
情
報
ツ

イ
ッ
タ
ー
内
で
の
返
信
や
フ
ォ
ロ
ー
は

行
い
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ま
か
ら
の
返
信

防
災
ツ
イ
ッ
タ
ー

開
設
の
お
知
ら
せ

●
受
付
期
間

　

７
月
1５
日（
水
）～
8
月
２５
日（
火
）

　

午
前
8
時
３０
分
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
試
験
実
施
日
時

　

第
１
次
試
験

　

９
月
２０
日（
日
）　

午
前
8
時
５０
分

●
受
験
受
付
・
問
合
せ
先

　

海
部
南
部
消
防
本
部　

総
務
課

　

☎
５
２

－

３
１
４
９

誰
も
が
い
つ
、
ど
こ
で
病
気
や
け
が

な
ど
で
倒
れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
倒

れ
て
い
る
人
に
は
一
刻
も
早
い
救
命
処

置
が
必
要
で
す
。
そ
こ
に
い
る
あ
な
た

に
し
か
救
え
な
い
命
が
あ
り
ま
す
。
ぜ

ひ
こ
の
講
習
会
に
参
加
し
て
心
肺
蘇
生

法
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

■
普
通
救
命
講
習
Ⅰ(

３
時
間
コ
ー
ス)

●
日

時

　

７
月
19
日(

日)

●
場

所

　

海
部
南
部
消
防
組
合
消
防
署

●
内

容

・
成
人
を
対
象
に
し
た
心
肺
蘇
生
法

・
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法

・
止
血
法

●
定　
　
員　
1０
名

●
受
講
資
格

救
命
講
習
会
参
加
者
募
集

海
部
南
部
消
防
組
合
で
は
、
次
の
と

お
り
令
和
３
年
度
採
用
職
員
の
候
補
者

を
募
集
し
ま
す
。

●
採
用
人
数

　

若
干
名

●
採
用
職

　

消
防
職

●
受
験
資
格

①
年
齢
・
学
歴

　

平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
以

上
を
卒
業
し
た
方
ま
た
は
令
和
３
年

３
月
卒
業
見
込
み
の
方

②
消
防
職
員
と
し
て
必
要
な
身
体
的
適

性
を
有
す
る
方

●
受
験
申
込
手
続

　

受
験
申
込
書（
所
定
様
式
）お
よ
び
履

歴
書（
所
定
様
式
）に
必
要
事
項
を
自

筆
で
正
確
に
記
入
し
、
受
付
期
間
内

に
海
部
南
部
消
防
本
部
総
務
課
へ
持

参
し
、
受
験
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る
受
験
の
申

込
み
の
受
け
付
け
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
募
集
要
項
、
受
験
申
込
書
、
履
歴

書
は
、
海
部
南
部
消
防
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.am
a１１９.

jp

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

海
部
南
部
消
防
組
合

職
員
採
用
候
補
者
試
験
案
内

は
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
ア
カ
ウ
ン
ト
名　
飛
島
村
防
災
情
報

●
ユ
ー
ザ
ー
名　

@
tb_bousai

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

毎
日
午
後
４
時
に
同
報
無
線
で
放
送

し
て
い
る「
キ
ラ
リ
と
び
し
ま
の
び
の

び
体
操
」の
オ
ル
ゴ
ー
ル
放
送
を
8
月

１
日（
土
）か
ら
午
後
３
時
に
変
更
し
ま

す
。ま

た
、
毎
日
正
午
、
午
後
３
時
、
午

後
５
時
、
午
後
７
時
に
吹
鳴
し
て
い
る

サ
イ
レ
ン
を
正
午
の
み
に
変
更
し
ま
す
。

同
報
無
線
の
放
送
や
、
サ
イ
レ
ン
の

吹
鳴
は
緊
急
時
に
備
え
た
動
作
確
認
を

兼
ね
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

村
内
放
送
の

変
更
に
つ
い
て


